
やまふくプラスポータルサイト構築及び 

関連コンテンツ制作業務委託契約書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と            （以下「乙」という。）とは、

「やまふくプラスポータル」サイトの構築及び関連コンテンツ制作に係る業務の委託について、

次のとおり契約を締結する。 

  

（契約の目的） 

第１条 甲は、やまふくプラスポータルサイト構築及び関連コンテンツ制作業務（以下「委託業

務」という。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 

 

（委託業務の内容） 

第２条 委託業務の内容は、別添「やまふくプラスポータルサイト構築及び関連コンテンツ制作

業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

（委託期間） 

第３条 この契約による委託期間は、契約の日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（委託料） 

第４条 委託料は、次のとおりとする。 

委託料 金          円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 金       円） 

２ 契約締結後、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じたときは、甲及び乙は、前項の

委託料（消費税及び地方消費税含む。）を変更する契約を締結できるものとする。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として契約金額の１００分の１０以上

の金額を納付すること。ただし、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１０９

条の２各号に該当する場合は免除する。 

 

 



（調査等） 

第６条 甲は、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め又は委託業

務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。 

 

（委託の方法） 

第７条 甲は、委託期間において、各業務に関する仕様に基づく納入物の納期を設定し、乙に通

知するものとする。 

２ 前項の通知について不明瞭な箇所があるときは、甲乙協議して定めるものとし、軽微なもの

については甲の指示によるものとする。 

 

（納品） 

第８条 乙は、前条により委託業務の納入物を、甲の指定する納期限までに納品するものとす

る。 

 

（検査） 

第９条 甲は、前条により納品のあった日から１０日以内に検査するものとする。 

２ 前項の検査の結果不合格となり、納入物について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当

該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出して検査を受けなければならない。この場合の再検

査の期日については、前項の規定を準用する。 

３ 前項の補正に係る費用は、乙の負担とする。 

 

（委託料の支払） 

第１０条 乙は、第９条の検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って、委託料の支払い

を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求書が正当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から３０日以内

に乙の指定する金融機関において支払うものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第１１条 甲が、その責めに帰すべき事由により、前条第２項の支払期限までに委託料を支払わ

ない場合は、遅延日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付率を勘案

して決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとし、その端数計算

については同条第２項の規定による。 



 

（履行遅延違約金） 

第１２条 乙は、その責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することが

できない場合は、遅延日数に応じ、委託料（遅延による支障が少ないと認められるものにあっ

ては、未履行部分に相当する額）に対して、民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条に定

める法定利率で計算した額を履行遅延違約金として甲に支払わなければならない。ただし、履

行遅延違約金の全額が百円未満であるときは、この限りでない。 

  

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、催告することなくこの契約を解

除することができる。 

  （１）この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

  （２）この契約の履行に当たり、不正な行為があると認められるとき。 

  （３）第１５条の規定によらないで、この契約の解除の申出があったとき。 

  （４）その他契約上の義務を履行しないと認められるとき。 

  （５）乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次

に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

    ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

    イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

    ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者 

    エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

    オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記ア

からオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として委託料の１００分の１

０に該当する金額を甲に支払うものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲にその損失の補償を求めるこ

とができない。 

 



（危険負担） 

第１４条 委託期間中に委託事務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたも

のについては、甲が負担する。 

 

（不可抗力による損害） 

第１５条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、契約の履行が不可能となっ

たときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書類を提出し、この契約の解除を請

求することができる。 

２ 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これによ

り契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約解除の請求を承認するもの

とする。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱については、契約書別記

１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 前項の規定は、第２１条により再委託する場合の再委託先にも適用する。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第１７条 乙は、本契約の業務処理に当たっては、契約書別記２「情報セキュリティに関する特

記事項」を遵守しなければならない。 

２ 前項の規定は、第２１条により再委託する場合の再委託先にも適用する。 

 

（機密保持義務） 

第１８条 乙は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の

目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 前項の規定は、第２１条により再委託する場合の再委託先にも適用する。 

 

 

（権利の帰属） 

第１９条 本契約の履行に関連して得られた、プログラム及びドキュメント等の納入物の所有及

び使用の権利は、甲が所有するものとする。 



２ 前項に規定する以外の著作権等の権利については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２０条 乙は本契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（再委託の禁止） 

第２１条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（契約不適合責任） 

第２２条 第９条の検査完了後、納入物について仕様書との不一致（バグも含む。以下「契約不

適合」という。）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完

（以下「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただ

し、甲に不相当な負担を課するものでないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による

追完を行うことができる。 

２ 甲は、当該契約不適合（乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。）により損害を

被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 

３ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又

は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないと

きは、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４  乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第９条の検査完了後であって、

かつ甲が当該契約不適合を知った時から１年以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に

限るものとする。ただし、検査完了時において乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失によ

り知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの

限りでない。 

５ 第１項、第２項及び第３項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示

によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知

りながら告げなかったときはこの限りでない。 

 

（費用の負担） 

第２３条 本契約に要する費用は乙が負担するものとする。 



 

（管轄裁判所） 

第２４条 この契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第

１審の裁判所とする。 

 

（契約に定めのない事項） 

第２５条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、山梨県

財務規則の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとす

る。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を

保有するものとする。 

 

  令和 年  月  日 

                甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

                     山 梨 県 知 事  長 崎 幸太郎     ○印 

 

                乙   

                                         ○印 



契約書別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務（以下「本件受

託業務」という。）の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（責任体制の整備） 

第３条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報（以下「本件個人情報」

という。）を取り扱って作業に従事する者（以下「作業従事者」という。）及び当該作業従

事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者

（以下「個人情報保護責任者」という。）を選任し、書面（別紙様式）によりこれを甲に

報告しなければならない。作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同

様とする。 

 

（作業従事者等に対する周知等） 

第４条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周

知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わ

なければならない。 

（１）この個人情報取扱特記事項の内容 

（２）在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。 

（３）受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘

密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して

知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは

盗用したときは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）により罰則

が適用される場合があること。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な

個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければ

ならない。 

 



（作業場所の限定等） 

第５条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、甲の庁舎又は乙の営業所（所在

地：                  。次項において「庁舎等」という。）以外の

場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。 

２ 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、庁舎等から本件個人情報を持ち出さ

ないものとする。本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、

データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（個人情報の適切な管理） 

第６条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき

損（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置

を講じなければならない。 

（１）第３条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。 

（２）本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派

遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。 

（３）乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。 

（４）本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは

入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。 

（５）甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡

された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。 

（６）甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡

された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。 

（７）本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法に

より返却、廃棄又は消去すること。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従う

ものとすること。 

（８）乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メ

ールの宛先にＢＣＣで送信すべきメールアドレスが１件以上含まれるときは、当該メ

ールを送信する際ＢＣＣで送信すべきメールアドレスについてＴＯやＣＣで送信する

ことを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければなら

ない。 

   ア ＢＣＣ強制変換機能 

      メール送信する際に、ＴＯやＣＣでの指定をＢＣＣに強制変換するもの。 

   イ 送信時の宛先確認機能 

      メール送信する際に、送信するメールの宛先の確認を要するもの。 

      なお、当該機能において宛先の確認を行う場合には、複数人での確認を要する

ものとする。 



   ウ 上司等による承認機能 

      メール送信する際に、上司等の承認を要するもの。 

 

（取得の制限） 

第７条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により取得しなければならない。 

２ 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報

を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第８条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外

の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者（乙の子会社を含

む。）に委託してはならない。 

２ 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守

させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。 

３ 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができる

ものとする。 

４ 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面によ

り再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければなら

ない。この場合、甲への届出は乙を経由することとする。再委託先事業者の作業従事者又

は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。 

 

（報告及び調査等） 

第１０条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。 

２ 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実

地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。 

３ 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前２項の措置を求め、又は行うことが

できるものとする。 

 

（指示） 

第１１条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対し

て必要な指示を行うことができる。 

 



（事件等の報告） 

第１２条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故（本条において「事件等」と

いう。）が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に

係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞

なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等

を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うも

のとする。 

２ 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当

該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１３条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契

約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。 

 

（個人情報保護方針の策定等） 

第１４条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表する

ことにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。 

 



別紙様式（第３条関係） 

 

個人情報保護に係る責任体制報告書 

 

  年  月  日 

 

 

  山梨県知事         殿 （所属名：        ） 

    （出先機関にあってはかい長） 

 

    住    所  

受託者 商号又は名称   

    氏    名              印 

 

 

           委託業務に係る個人情報の保護に関する責任体制について、次のと

おり報告します。 

 

個人情報保護責任者 

（所属・役職） （氏名） 

（連絡先） 

作 業 従 事 者 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

（所属・役職） （氏名） 

 

 

（注）１ 作業従事者とは、受託業務に係る個人情報を取り扱って作業に従事する者をいい

個人情報保護責任者とは、作業従事者の監督その他作業現場における受託業務に係

る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。作業従事者又は個人

情報保護責任者として報告された者以外の者は、受託業務に係る個人情報の取扱い

が制限されます。 

２ 作業従事者が複数であるとき、作業従事者の中から個人情報保護責任者を選任 

することができます。 
 

お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制 

の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 

 



 

 

 

【契約書別記２】 

 
 

情報セキュリティに関する特記事項 
 
（基本的事項） 
第１条 乙は、情報資産の保護の重要性を認識し、この契約による業務（以下「本業務」

という。）の実施に当たっては、山梨県情報セキュリティ基本方針及び山梨県情報セキ
ュリティ対策基準並びに情報セキュリティに関する特記事項（以下「セキュリティ特記
事項」という。）を遵守しなければならない。 

 
（用語の定義） 
第２条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。 
 （１）ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体 
 （２）ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報（これを印刷した文書を含む。） 
 （３）ネットワーク及び情報システムに関連する文書 
 
（責任体制の明確化） 
第３条 乙は、甲に対して、乙における本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者

（以下「セキュリティ責任者」という。）を書面で明らかにしなければならない。 
２ セキュリティ責任者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければな

らない。 
 
（業務従事者の特定） 
第４条 乙は、甲に対して、本業務の従事者（派遣社員、非常勤職員、臨時職員等も含む。

以下同じ。）を書面で明らかにしなければならない。 
２ 本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならな

い。 
３ 本業務の履行のため、本業務の従事者が甲の管理する庁舎等に立ち入る場合は、乙が

発行する身分証明書を常時携帯させ、及び事業者名記章又は名札を着用させなければな
らない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指示に従わな
ければならない。 

 
（教育の実施） 
第５条 乙は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育（セキュリティ

特記事項の遵守を含む。）など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法
令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。 

 
（秘密の保持） 
第６条 乙は、本業務の履行に際し知り得た情報及び甲が秘密と指定した情報（以下「取

得情報」という。）をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除
された後においても、同様とする。 

 
（情報資産の利用場所） 
第７条 乙は、甲の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡

され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産（所有権又は使用権が甲に帰属す
るものに限る。）を、甲が指示した場所以外で利用してはならない。 

 
（情報資産の適切な管理） 
第８条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報並びに本業務を処理する

ために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産（所有権又は
使用権が甲に帰属するものに限る。）の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管
理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （１）第４条第１項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理
させないこと。 

 （２）本業務を処理することができる機器等は、乙の管理に属するものに限定するもの
とし、乙の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等乙の管理に属さないも
のを利用して本業務を処理させないこと。 

 （３）甲の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために甲から引



 

 

 

き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産（所有権又は使用権が甲
に帰属するものに限る。）を、第７条の規定により甲が指示した場所以外に持ち出
さないこと。甲の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事
者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。 

 （４）甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き
渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。 

 （５）本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成し
た情報資産（所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。）を、業務終了後直ち
に甲に引き渡すこと。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。 

 （６）本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成し
た情報資産（所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。）を、甲の指示又は事
前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講
ずること。 

 
（情報資産の利用及び提供の制限） 
第９条 乙は、甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報並びに本業務を処理

するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産（所有権
又は使用権が甲に帰属するものに限る。）を、契約の目的以外の目的のために自ら利用
し、又は提供してはならない。 

 
（再委託の禁止） 
第１０条 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、

セキュリティ特記事項（第３条並びに第４条第１項及び第２項を除く。）の遵守を義務
づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。 

２ 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、甲に対して、再委託先事業者にお
けるセキュリティ責任者及び本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。ま
た、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者に変更がある場合
は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。 

 
（調査） 
第１１条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況

を調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報
告をさせることができる。 

 
（指示） 
第１２条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況

について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 
 
（事故報告） 
第１３条 乙は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊などの情報セキュリテ

ィ事件又は事故（以下「事故等」という。）が生じ、又は生じるおそれがあることを知
ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに甲に報告し、速やかに
応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文
書を提出し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、本業務について事故等が発生した場合は、甲が県民に対し適切に説明するため、
乙の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければなら
ない。 

 
（契約解除及び損害賠償） 
第１４条 甲は、乙がセキュリティ特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約

の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができる。 
 
（実施責任） 
第１５条 乙は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表によ

り、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければな
らない。 

２ 乙は、情報セキュリティ対策を確保するために必要な管理体制を整備するよう努めな
ければならない。 



 

令和  年  月  日 

 
 

 山梨県知事  長 崎 幸太郎  殿 

 
 

（受託者）                 

住    所                

商号又は名称                

代表者職氏名           印    

 
 

外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書 

 
 次の業務を受託するに当たり、当社の情報セキュリティ対策の実施状況を報告します。 
 
１ 委託内容 

委託名  

委託期間  

委託業務のセキュリティ責任者  

委託業務の従事者  

情報資産の利用場所  

個人情報の有無（あり・なし）  

再委託の有無（あり・なし）  

 

２ 情報セキュリティ対策の実施状況 

評価項目 内容 
結果 

（はい・いいえ） 

備考 

（いいえの場合は対策等を記入） 

規程・体制 情報管理に係る基本方針、規程類が整備され

ていますか。 
 

 

情報管理を統括する責任者が任命されていま

すか。 
 

 

情報管理に係る管理者が設置されています

か。 
 

 

情報漏洩等の事案が発生した場合の体制と対

応手順が整備されていますか。 
 

 

情報管理上の問題が発生した場合の連絡体制

が整備されていますか。 
 

 

  



 
 

評価項目 内容 
結果 

（はい・いいえ） 

備考 

（いいえの場合は対策等を記入） 

機器・媒体

管理 

電子機器類について、適切に管理が行われて

いますか。 
 

 

外部記憶媒体について、適切に管理が行われ

ていますか。 
 

 

重要帳票類について、適切に管理が行われて

いますか。 
 

 

作業場所の

管理 

情報の無断持ち出しについて禁止しています

か。 
 

 

アクセス管

理 

不正アクセス対策を実施していますか。 
 

 

不正ソフトウェア対策を実施していますか。 
 

 

入退出管理 作業場所のあるビルへの入退館管理が行われ

ていますか。 
 

 

作業場所のあるフロアへの入退室管理が行わ

れていますか。 
 

 

委託に係るサーバ等の機器が設置されている

場所への入退室管理が行われていますか。 
 

 

要員管理 従業員、協力会社社員、派遣社員等の識別が

行われていますか。 
 

 

情報管理に関する基本方針、規程類が周知徹

底されていますか。 
 

 

情報管理に関する教育・研修が定期的に行わ

れていますか。 
 

 

再委託先管

理 

※再委託が

ある場合 

再委託先と機密保持等の契約が締結されてい

ますか。 
 

 

再委託の承諾が必要な場合、承諾を得ていま

すか。 
 

 

再委託先の管理が行われていますか。 
 

 

情報資産の

返還、廃棄 

委託終了時、情報資産の返還、廃棄が行われ

ていますか。 
 

 

監査 情報管理に係る点検・検査・内部監査が実施

されていますか。 
 

 

情報管理に係る外部監査を受けていますか。 
 

 

公的認証等 情報管理に関する公的な認証・認定を取得し

ていますか。 
 

 

  



 

３ 本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体的な措置（必要に応じて記載） 

（１）情報資産の保管について 

 

 

 

（２）情報資産の持ち出しについて 

 

 

 

（３）情報資産の返還及び廃棄について 

 

 

 

（４）従事者教育について 

 

 

 

（５）その他の安全性及び信頼性を確保するための具体的な措置について 

 

 

 

 

 

 


